
事 務 連 絡 

令和３年４月 30 日 

 

関 係 団 体  御中 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて 

（その 43） 

 

 

標記につきまして、別紙のとおり、地方厚生(支)局医療課、都道府県民生主管

部(局)国民健康保険主管課(部)及び都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高

齢者医療主管課(部)あて通知するとともに、別添団体各位に協力を依頼しまし

たので、貴団体におかれましても、関係者に対し周知を図られますようお願いい

たします。 

 

 

 



（別添） 

公益社団法人 日本医師会 御中 

公益社団法人 日本歯科医師会 御中 

公益社団法人 日本薬剤師会 御中 

一般社団法人 日本病院会 御中 

公益社団法人 全日本病院協会 御中 

公益社団法人 日本精神科病院協会 御中 

一般社団法人 日本医療法人協会 御中 

一般社団法人 日本社会医療法人協議会 御中 

公益社団法人 全国自治体病院協議会 御中 

一般社団法人 日本慢性期医療協会 御中 

一般社団法人 日本私立医科大学協会 御中 

一般社団法人 日本私立歯科大学協会 御中 

一般社団法人 日本病院薬剤師会 御中 

公益社団法人 日本看護協会 御中 

一般社団法人 全国訪問看護事業協会 御中 

公益財団法人 日本訪問看護財団 御中 

独立行政法人 国立病院機構本部 御中 

国立研究開発法人 国立がん研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立国際医療研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 御中 

国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 御中 

独立行政法人 地域医療機能推進機構本部 御中 

独立行政法人 労働者健康安全機構本部 御中 

健康保険組合連合会 御中 

全国健康保険協会 御中 

健康保険組合 御中 

公益社団法人 国民健康保険中央会 御中 

社会保険診療報酬支払基金 御中 

財務省主計局給与共済課 御中 

文部科学省高等教育局医学教育課 御中 

文部科学省高等教育局私学行政課 御中 

総務省自治行政局公務員部福利課 御中 

総務省自治財政局地域企業経営企画室 御中 

警察庁長官官房教養厚生課 御中 

防衛省人事教育局 御中 

労働基準局労災管理課 御中 

労働基準局補償課 御中 

各都道府県後期高齢者医療広域連合 御中 
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令和３年４月 30 日 

 

地方厚生（支）局医療課 

都道府県民生主管部（局） 

 国民健康保険主管課（部） 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課（部） 
 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その43） 

 

 

新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱いにつ

いて別添のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関

に対し周知徹底を図られたい。 

 

以上

御中 



（別添） 

問１ 介護医療院又は介護老人保健施設（以下、「介護医療院等」という。）若しくは地域

密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設（以下、「介護老人福祉施設」という。）

に入所する者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合であって、病床ひっ迫時に、

やむを得ず当該施設内での入所を継続し療養を行う場合について、当該患者又はその看

護に当たっている者からの新型コロナウイルス感染症に関連した訴えにより、緊急に求

められ、医師が速やかに往診しなければならないと判断し、介護老人福祉施設の配置医

師又は介護医療院等の併設保険医療機関の医師がこれを行った場合、緊急往診加算は算

定できるか。 

（答）初・再診料、往診料は、別に算定できない（介護医療院に入所する者に対し併設保険

医療機関の医師が往診した場合であって、介護医療院サービス費のうち他科受診時費用

を算定した場合においては、往診料は別に算定できない。）が、緊急往診加算は算定で

きる。 

 

問２ 介護医療院等又は介護老人福祉施設に入所する者が新型コロナウイルス感染症に感

染した場合であって、病床ひっ迫時に、やむを得ず当該施設内での入所を継続し療養を

行う場合について、必要な感染予防策を講じた上で、介護老人福祉施設の配置医師又は

介護医療院等の併設保険医療機関の医師が往診等を実施する場合、院内トリアージ実施

料を算定できるか。 

（答）初・再診料、往診料等は別に算定できない（介護医療院に入所する者に対し併設保険

医療機関の医師が往診した場合であって、介護医療院サービス費のうち他科受診時費用

を算定した場合においては、往診料は別に算定できない。）が、院内トリアージ実施料

は算定できる。なお、必要な感染予防策については、「新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）診療の手引き」に従い、院内感染防止等に留意した対応を行うこと。 

 

問３ 介護医療院等又は介護老人福祉施設に入所する者が新型コロナウイルス感染症に感

染した場合であって、病床ひっ迫時に、やむを得ず当該施設内での入所を継続し療養を

行う場合について、介護老人福祉施設の配置医師又は介護医療院等の併設保険医療機関

若しくは併設保険医療機関以外の保険医療機関の医師が酸素療法に関する指導管理を

行った場合、在宅酸素療法指導管理料２「その他の場合」（2,400 点）を算定できるか。 

（答）算定可。ただし、当該管理料は複数の保険医療機関が当該患者に対して診療を行って

いる場合であっても、当該患者に対して主として診療を行っている保険医が属する１つ

の保険医療機関において算定する。なお、在宅療養指導管理材料加算については、要件

を満たせば従来通り算定できる。 

 

 


